
遺言書の閲覧の請求方法（遺言者用）

請求人 遺言者本人のみ

請求できる
遺言書保管所

モニターによる閲覧
全国すべての遺言書保管所

遺言書原本の閲覧
遺言書の原本が保管されている遺言書保管所

必要書類
①遺言書の閲覧の請求書（遺言者用）

※モニターによる閲覧・・・１回1,400円／収入印紙
遺言書原本の閲覧・・・・１回1,700円／収入印紙

②顔写真付き官公署発行の身分証明書（有効期限内のもの）
マイナンバーカード、運転免許証 等

※保管時から遺言者の登録情報（氏名・住所・生年月日・
本籍・筆頭者）が変更している場合は、先に変更届出が
必要です。


